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まだまだ手放せない

夏休みの少年の非行防止！

遊びに出かける時は
家族に行き先を言う

知らない人には
ついて行かない 夜遊びや外泊はしない 万引きは絶対にしない

インターネットは
ルールを守る

夏の暑さや開放感は生活リズムの乱れ、規範意
識の低下、注意力散漫を招きやすく、子供達が犯罪
の被害に遭ったり、問題行動に陥る可能性も高
まる時期と言えます。
お子さんたちの動向に注意しましょう！困ったことがあれば

すぐに相談する

こ
の
文
章
を
書
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て
い
る
の
は
５
月
の

中
旬
で
す
。

夏
日
だ
と
思
っ
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ら
次
の
日
は
寒
く

な
り
、
し
ま
っ
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布
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と
ス
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ー
ブ
を

引
っ
張
り
出
す
な
ど
ま
だ
ま
だ
油
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が

で
き
ま
せ
ん
。
夏
服
と
冬
用
肌
着
を
併

用
す
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

皆
さ
ん
も
お
身
体
に
は
十
分
に
ご
自

愛
く
だ
さ
い
。
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（代表）

出雲警察署ホームページはこちら
是非ご覧下さい→

大麻は所持も使用も犯罪

令和６年12月12日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法
の一部を改正する法律が施行され、

これまでに法律で禁止されていた大麻等の「所持」や
「譲渡」に加え、新たに「施（使）用」についても禁止
されました。

違反した場合、「７年以下の懲役（単純所持・施用等の場合）」とい
う重い刑罰が科せられます。

薬物相談電話 ☎０８５２－２７－４６９７



こどもと高齢者の交通事故防止

自転車利用時のヘルメット着用をはじめとする被害軽
減対策の徹底

飲酒運転の根絶

過労・脇見運転の防止と安全速度の徹底

～ 運 動 重 点 ～

令和７年７月14日(月)～７月23日(水)

っかりと もるルールで がう安全ま ねし

島根県警察採用試験のお知らせ


